
■資料「02_【資料No.1】第1回合同ワーキングチーム」に関する意見等

No.
該当ページ

（半角数字のみ）
該当箇所

意見内容

（何を、どのように修正すべきか

具体的に記入してください。）

意見の理由

（意見内容欄に記載した理由を記入してくださ

い。）

参考

（意見の根拠（法令・通知等）があれば記入

してください。）

分類 構成員への回答 備考

1 5

「帳票のユニバーサルデザインについて」

標準仕様書【第1.0版】としての対応は見送るこ

ととし、全国意見照会のご意見も含めて、今後の

他業務の状況を考慮して引き続き検討していくこ

ととする。

なお、ユニバーサルデザインという枠組みでは対応

を見送るものの、個々の項目に対しての改善要

求が届いた際には、対応可否を検討の上、今後

対応を行うものとする。

標準仕様書【第1.0版】としての対応は見送るこ

ととし、全国意見照会のご意見も含めて、今後の

他業務の状況を考慮して引き続き検討していくこ

ととする。

なお、ユニバーサルデザインという枠組みでは対応

を見送るものの、個々の項目に対しての改善要

求が届いた際には、対応可否を検討の上、今後

対応を行うものとする。

令和4年12月6日付けで、厚生労働省保険局

高齢者医療課から事務連絡「後期高齢支援シ

ステムの標準仕様書（1.0版）の改版に係るユ

ニバーサルデザイン帳票の調査について（依

頼）」が発出されています。

後期高齢支援システムにおいて、ユニバーサルデ

ザイン帳票の検討を進めているのであれば、足並

みを揃える必要はないでしょうか？

質問回答

後期高齢支援システム検討会においては、他業務よりも先行して帳票の

ユニバーサルデザインに関する検討が進められており、その検討状況等を参

考に、今後、業務横並びでデジタル庁から方針が示されることが想定され

ることから、これらの検討結果を踏まえ、国保における対応を検討させてい

ただく予定です。

本紙

2 5

横並び事項について 「資料「02_【資料No.1】第1回合同ワーキング

チーム」」の内容ではありませんが、標準仕様書本

書「１． 機能・帳票要件／（７） 外部帳票と

内部帳票について」の「表 ３-３ 外部帳票と内

部帳票の考え方」並びに本文において、内部帳

票の出力機能の実装については、「実装すること

を妨げるものではない」と明記しておりますが、他

業務の標準仕様書には同様な記載が見当たら

ないため、国保のみが標準仕様書に記載のない

内部帳票の実装を認めることのないように、他業

務と横並び比較し、記載内容の検討をお願いし

ます。

（国保から削除、又は他業務システムの仕様書

に同様に規定）

他業務システムと内部帳票に関する記載が異

なっているため。

記載修正

ご指摘いただいた通り、下記の記載を削除し、介護・後期の記載と合わせ

るようにいたしました。

「ただし、ペーパーレスを前提としてEUC機能を原則として考えるものの、内

部帳票の出力機能を実装することを妨げるものではない。」

本紙

＜介護・後期の記載＞

事務運用に併せて必要となる担当主管課内で使用する確認用

リスト等の帳票をいう。

標準仕様としてはシステムから出力すべき帳票の種類及びシ

ステムから印字する項目は定めず、EUC機能での対応を原則

として定義する。

3 6

スケジュール 恐縮ですが、意見ではなく質問です。

1/10に標準仕様書【第1.1版】（案）、3/31

に標準仕様書【第1.1版】が公開されますが、公

開される資料に【第1.0版】からの変更箇所を列

記した資料も出されると思ってよろしいでしょうか。

資料を新旧見比べて変更箇所を洗い出すことに

なると、時間も手間もかかってしまうため。

質問回答

お見込みの通り、全国意見照会時の【第1.1版】（案）および令和5年

3月末公開時の【第1.1版】のいずれにつきましても、【第1.0版】からの変

更点を記載した資料（変更箇所一覧）をあわせて公開する予定です。

本紙

4 12

「出産育児一時金申請書のレイアウト変更」にお

ける帳票修正案

見直し理由に『遺族の心情を斟酌した対応に努

め、死産児の氏名の記載を求めることのないよう

対応すること」が示されたため』とあり、その修正案

には『帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、

「出産した被保険者の氏名」を削除する。』とある

が、『「出生児の氏名」を削除する。』の誤りではな

いか。

記載修正

ご指摘の通り、「出産した被保険者の氏名」ではなく、「出生時の氏名」を

削除する記載の誤りとなります。

出産育児一時金申請書より、「出生時の氏名」を削除いたしました。

-

5 17

「地方単独事業に関する機能要件について」「特

定健診に係る業務について」

協議中の記載の留めるのではなく、何版で記載す

るのか等、進めている期限を示された方がよろしい

のではないでしょうか？

特に「特定健診に係る業務について」については、

「機能が増える・減る・変わる」ではなく、取り扱う

業務が増えるのかどうかになります。

当社ユーザーは全て、国保システム以外（健康

管理システム）で対応しているため、市町村内の

事務分掌にも影響すると考えています。

また、システムベンダーとしても仕様書掲載が遅く

なることで開発が間に合わないリスクも高くなると

考えています。

質問回答

ご指摘いただいた2点につきましては、厚生労働省にてスケジュールを含め

検討中の事項であるため、仕様書への取り込み時期は現時点お示しでき

ませんが、今後厚生労働省から方針が示され次第、速やかに公開時期

等をお示しさせていただきます。

本紙

厚労省検討中事項のため、公開時期は示せない

6 17

＃3，＃7　帳票レイアウトの標準化について

※次シートの検討・課題事項一覧の関連する２

セルを黄色にしています。

「ユニバーサルデザインや市町村独自の創意工夫

を認める記述」と「独自レイアウトを認めることは標

準化に逆行するため認めない記述」が混在してお

り，どちらなのか分かりにくい。「特定の帳票のみ独

自レイアウトを認める」方針であれば，例えば「帳

票レイアウトの制限早見表」のようなものを提示す

るなど分かりやすくした方が良い。（一意に解釈で

きれば方法は何でもよい）

同左 なし

質問回答

帳票レイアウトにつきまして、カスタマイズは許容しない方針で一貫しており

ます。

ただし、ユニバーサルデザイン帳票の必要性についてご意見をいただいてい

ることから、今後標準仕様書において何らかの方針を示す必要があると考

えており、検討・課題事項としております。

なお、後期高齢支援システム検討会においては、他業務よりも先行して帳

票のユニバーサルデザインに関する検討が進められており、その検討状況等

を参考に、今後、業務横並びでデジタル庁から方針が示されることが想定

されることから、これらの検討結果を踏まえ、国保における対応を検討させ

ていただく予定です。

本紙

ユニバーサルデザインについて、後期で先行して検討が進められており、その

結果を受けて業務横並びでユニバーサルデザイン帳票を定めることも検討

されていることから、これらの検討結果を踏まえ、今後対応を検討する。

7 19

バッチ処理／一括処理に関すること 『但し、標準オプション機能の中で「一括」と記載

のある機能については、バッチ処理による実装に限

定しないものとする。』の方針は、標準オプション機

能だけではなく実装必須機能にも適用してよいの

ではないか。（対応工数高騰の抑止） 記載修正

機能・帳票要件において、「一括」としてお示しした処理につきましては、特

定の情報を一度に登録・更新・削除・出力する機能を指すものとし、バッ

チ処理による実装を想定した仕様書の記載としておりますが、実装必須機

能および標準オプション機能のいずれにおいても、必ずしもバッチ処理による

実装を強制するものではございません。

上記の補足を、標準仕様書本紙に追記させていただきます。

本紙

8 20

４．標準仕様書【第1.0版】の持ち越し事項の

対応について

（３）バーコード、QRコードに関すること

「返送用QRコードは、標準オプション項目としてい

る。」とありますが、特に大規模自治体では返送

物管理に多大な労力を割いていることが想定され

るため、デジタル庁の方針における業務効率化の

観点より、実装必須機能としても良いかと思いま

す。

大規模自治体では返送物管理に多大な労力を

割いていることが想定されるため。

質問回答

前回の全国意見照会の結果を受けて、標準仕様書【第1.0版】において

は、返送用QRコードを標準オプション機能として規定することと整理してお

りますので、実装必須機能への格上げは実施しないこととさせていただきま

す。

本紙

9 22

#5　QRコード（返送用） ①印字項目を「QRコードまたはバーコード（返送

用）」とする。

②印字対象帳票に、保険料決定・変更通知書

一式及び督促状を追加する。

①返戻通知書等はバーコードリーダーにより読み

取りしてるため。QRコードリーダーは高価であり導

入していない。

②保険料決定通知書や督促状は、返戻により

居住確認後に公示送達する必要があるため、返

戻管理が必要となる。

②国保法78条、地方税法20条の2

質問回答

ご意見につきまして、以下のとおり回答いたします。

①バーコードの生成につきましては、帳票詳細要件に示す「返送用登録

番号」をもとにOCR、バーコードまたはQRコードを作成いただくことを可能と

する記載といたします。

②返送管理につきましては、共通要件としてお示ししております。

-

10 22

簡易書留用バーコードの対象帳票について 17.国民健康保険被保険者資格証明書を対

象帳票から除外すべきではないでしょうか。

17.国民健康保険被保険者資格証明書につい

て帳票レイアウトに宛先部分がありません。一括

発送を想定されていないのであれば簡易書留用

バーコードの印字も不要ではないでしょうか。 質問回答

ご指摘の通り、「17.国民健康保険被保険者資格証明書」は窓口交付

を想定した帳票となりますので、帳票詳細要件より「簡易書留用バーコー

ド」の印字の対象外とさせていただきます。

-

11 27

６．政令市意見交換会について

【各作業の概要】①

確認になりますが、政令市機能の取り込みについ

て、実装必須機能に分類された機能は、やはりど

のベンダーもパッケージに組み込むむことになるので

しょうか。それとも政令市機能は切り離されて整理

されるのでしょうか。

政令市をターゲットとしないパッケージもあるのでは

ないか。

質問回答

政令市向けと規定した機能要件については、一般市向けパッケージにおい

ては実装不要と整理することとしております。

なお、標準仕様書【第1.1版】においては、実装区分を一般市と政令市に

分けてお示しする予定です。

本紙



国民健康保険システム標準化　検討・課題事項一覧

No.
対応

状況
発生日 起票元 資料 懸案・課題 状況・回答 調整担当 完了日 備考

意見内容（何を、どのように修正すべ

きか具体的に記入してください。）

意見の理由（意見内容欄に記載し

た理由を記入してください。）

参考（意見の根拠（法令・通知

等）があれば記入してください。）
分類 構成員への回答 備考

8 仕掛 R4.7.26
合同WT（第

2回）

全国意見照会

結果を踏まえた

検討課題につい

て

全国意見照会において、帳票レイアウトの項目名を市区町村任意で変更可能

とする、印字位置を変更可能とする等、多数のご意見をいただいたが、WTで検

討した結果、市区町村の任意の変更を許容することは今回の標準化の理念と

逆行する動きであり、将来的な職員負担の削減につながらないことから、従来

示した通り、標準仕様書が示す帳票レイアウトに即した形で対応することを前

提とする。

なお、多くの帳票については標準仕様書に示す帳票レイアウトで対応可能なも

のと想定される一方、納税通知や申請書等の住民向け帳票については、市区

町村が帳票に独自の工夫を凝らしている例も多くあることから、引き続き帳票レ

イアウトの改善を図る余地があると考えられる。標準仕様書【第1.0版】が公開

された以降も、全国意見照会結果やWT等の意見を踏まえ、標準仕様書【第

1.1版】に向けてはいくつかの帳票について改善を図ることを検討することとし、そ

の旨を標準仕様書本紙へ追記することとする。

【12/5】

全国意見照会で頂いたご意見を基に、事務局にてレイアウト改善候補の帳票と改善方針を整理しており、そ

の内容について令和4年12月7日のWTにてご意見をいただき、その結果を踏まえて修正した帳票レイアウト

を標準仕様書【第1.1版】（案）に取り込むこととする。

事務局

「標準仕様書（案）（別紙３）帳票

詳細要件・（別紙４）帳票レイアウト

ご意見集計結果」において、以下の意見

が仕様変更検討として整理されていま

す。今回の修正案に記載がありません

が、ご確認いただけますでしょうか。（当

方の確認不足によるものでしたら、ご容赦

ください）。

No.293【賦課管理】帳票詳細要件

「02.国民健康保険料（税）決定(更

正）通知書_ 現年度用」

意見内容「納付済額について削除、また

はオプションとすべき。」

記載修正

ご指摘の通り、】帳票詳細要件「02.国民健康保険料（税）決定(更正）通

知書_ 現年度用」の納付済額につきまして、オプション項目への変更意見を反映

いたしました。

※類似帳票として、以下の帳票についても見直しを実施しました。

・03.国民健康保険料（税）決定(更正）通知書_過年度用

・44.国民健康保険税決定(更正）伺_現年度用

・45.国民健康保険税決定(更正）伺_過年度用

-

10 仕掛 R4.8.10
デジタル庁展

開事項

横並び事項の反

映について

デジタル庁から示された横並び事項のうち、標準仕様書【第1.0版】に未反映

の事項や変更が生じた事項について、本仕様書の改定時に反映することとす

る。

【12/5】

デジタル庁から示された横並び事項のうち、標準仕様書【第1.0版】時点で未反映であった「バッチ処理／一

括処理に関すること」及び「バーコード、QRコードに関すること」の2点について、事務局にて整理した対応方

針について令和4年12月7日のWTにてご意見をいただき、その結果を踏まえて標準仕様書【第1.1版】

（案）に反映することとする。

事務局

帳票対象に以下を追加する。

カスタマバーコード

【賦課】

・国民健康保険料（税）に関する所得

申告書

ＱＲコード(返送用)

【賦課】

・納入通知書

・国民健康保険料（税）決定(更正）

通知書

【収納管理】

・口座振替不能通知書

・還付通知書

・還付充当通知書

・督促状（納付書兼用）　※税は納付

用ＱＲコードが印字されるため、印字位

置について考慮が必要と考えます。

特別区においては、発送件数が多く返戻

情報を管理する必要性が高い帳票であ

ると認識しているため。

記載修正

下記の通り、項目を追加いたしました。

＜カスタマーバーコード＞

【賦課管理】

・国民健康保険料（税）に関する所得申告書

＜返送用QRコード生成元の返送用登録番号＞

【収納管理】

・還付充当通知書

なお、返送管理に関する項目につきまして、標準仕様書においては「返送用登録

番号」のみを規定し、「返送用登録番号」から生成するQRコード（またはバー

コード）につきましては、ベンダにおける実装方法の判断によるものとして、標準仕

様書に規定しないことと整理させていただきたいと考えております。

上記の考え方につきましては、本紙に追記いたします。

なお、「【資料No.1】第1回合同ワーキングチーム」22ページにおいて、返送用QR

コードを追加する帳票をお示ししておりましたが、上記の考え方を踏まえ、標準仕

様書【第1.1版】（案）においては追加しないこととさせていただきます。

【賦課管理】

以下の帳票にカスタマーバーコードを追加いたしました。

・国民健康保険料（税）に関する所得申告書

なお、ご要望のあった以下の帳票については記載されていました。返送用QRコード

は「返送用登録番号」から各自治体にて生成いただく認識がないと思われます。

・納入通知書

・国民健康保険料（税）決定(更正）通知書

→本紙への記載について検討。

【収納管理】

以下の帳票について、返送用QRコード出力用に「返送用登録番号」をオプション

機能に追加しました。

・還付充当通知書

なお、ご要望のあった以下の帳票については記載されていました。返送用QRコード

は「返送用登録番号」から各自治体にて生成いただく認識がないと思われます。

・口座振替不能通知書

・還付通知書

・督促状（納付書兼用）

→本紙への記載について検討。

令和4年12月5日　現在 意見等につきまして、L～N列にご記入ください。

2



No. 帳票タイトル 見直し有無 修正案 見直し理由
意見内容（何を、どのように修正すべきか具体的

に記入してください。）

意見の理由（意見内容欄に記載した理由を記

入してください。）

参考（意見の根拠（法令・通知等）があれば

記入してください。）
分類 構成員への回答 備考

1 01.国民健康保険被保険者証 〇

帳票詳細要件・帳票レイアウトの窓空宛名下部に通知

文を追加し、任意に案内文を印字できるように改善する。

更新手続きが必要であるなど、あらかじめ保険者側で任

意の案内文を印字することで市民の利便性を高めることが

できるといったご意見があったため。

見直し理由から「更新手続きが必要であるなど、

あらかじめ」を削除し「保険者側で任意の案内文

を印字することで市民の利便性を高めることができ

るといったご意見があったため。」とする。

更新手続きは不要（保険者から自動送付す

る）であるため。
記載修正

ご指摘の通り、見直し理由をご意見の通り「修正履歴」の変更背景へ反映

いたしました。

-

2 01.国民健康保険被保険者証 〇

帳票詳細要件・帳票レイアウトの窓空宛名下部に通知

文を追加し、任意に案内文を印字できるように改善する。

更新手続きが必要であるなど、あらかじめ保険者側で任

意の案内文を印字することで市民の利便性を高めることが

できるといったご意見があったため。

通知文は窓空宛名下部ではなく、保険証券面の

下部にエリアを確保した方がよいのではないか。

オプションではあるが、返送用のQRコード出力まで

を想定した場合、現在の宛名の枠内では収まら

ない可能性があり、窓空宛名下部のエリアも使う

ことが考えられるため。

記載修正

ご意見の通り、通知文のサンプルにつきまして、保険証券面下部に確保いた

しました。

-

3 02.国民健康保険被保険者資格証明書 〇

帳票詳細要件・帳票レイアウトの窓空宛名下部に通知

文を追加し、任意に案内文を印字できるように改善する。

更新手続きが必要であるなど、あらかじめ保険者側で任

意の案内文を印字することで市民の利便性を高めることが

できるといったご意見があったため。 ※帳票01と同じ 記載修正

ご指摘の通り、見直し理由をご意見の通り「修正履歴」の変更背景へ反映

いたしました。

-

4 03.国民健康保険高齢受給者証 〇

帳票詳細要件・帳票レイアウトの窓空宛名下部に通知

文を追加し、任意に案内文を印字できるように改善する。

更新手続きが必要であるなど、あらかじめ保険者側で任

意の案内文を印字することで市民の利便性を高めることが

できるといったご意見があったため。 ※帳票01と同じ 記載修正

ご指摘の通り、見直し理由をご意見の通り「修正履歴」の変更背景へ反映

いたしました。

-

5 06.限度額適用・標準負担額減額認定申請書 〇

①帳票タイトルについて、「限度額適用・標準負担額減

額認定証交付申請件入院日数届書」に修正する。

②申請書下部の処理欄に対象の所得区分（ア・イ・ウ・

エ・オ・低Ⅰ・低Ⅱ・現Ⅰ・現Ⅱ）に〇付けをできる項目を

追加する。

①令和２年１０月１日保発１００１第１号「健康保

険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい

て」により、市町村は申請によらず限度額適用等の認定

を行わなければならないとされ、「認定申請書」の名称は

不適当といったご意見があったため。

②認定証を窓口で交付する際の確認時に、申請書との

照合が必要となるため、内部処理に使用できる項目として

追加して欲しいといったご意見があったため。

「限度額適用・標準負担額減額認定証交付申

請兼入院日数届書」の誤りでしょうか。

記載修正

ご指摘の通り、誤植を修正いたしました。 -

6 06.限度額適用・標準負担額減額認定申請書 〇

①帳票タイトルについて、「限度額適用・標準負

担額減額認定証交付申請件入院日数届書」に修正

する。

②申請書下部の処理欄に対象の所得区分（ア・

イ・ウ・エ・オ・低Ⅰ・低Ⅱ・現Ⅰ・現Ⅱ）に〇

付けをできる項目を追加する。

①令和２年１０月１日保発１００１第１号「健康

保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付に

ついて」により、市町村は申請によらず限度額適

用等の認定を行わなければならないとされ、「認

定申請書」の名称は不適当といったご意見があっ

たため。

②認定証を窓口で交付する際の確認時に、申請書

との照合が必要となるため、内部処理に使用でき

る項目として追加して欲しいといったご意見が

あったため。

「限度額適用・標準負担額減額認定証交付

申請件入院日数届書」について、「件」→「兼」へ

修正をお願いします。

誤字のため 記載修正

ご指摘の通り、誤植を修正いたしました。 -

7 06.限度額適用・標準負担額減額認定申請書 〇

①帳票タイトルについて、「限度額適用・標準負担額減

額認定証交付申請件入院日数届書」に修正する。

②申請書下部の処理欄に対象の所得区分（ア・イ・ウ・

エ・オ・低Ⅰ・低Ⅱ・現Ⅰ・現Ⅱ）に〇付けをできる項目を

追加する。

①令和２年１０月１日保発１００１第１号「健康保

険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい

て」により、市町村は申請によらず限度額適用等の認定

を行わなければならないとされ、「認定申請書」の名称は

不適当といったご意見があったため。

②認定証を窓口で交付する際の確認時に、申請書との

照合が必要となるため、内部処理に使用できる項目として

追加して欲しいといったご意見があったため。

帳票タイトルについて

「限度額適用・標準負担額減額認定証交付申

請兼入院日数届書」

と修正した方が良いと思います。

誤字と思われます。

正：兼

誤：件

記載修正

ご指摘の通り、誤植を修正いたしました。 -

8 10.国民健康保険出産育児一時金支給申請書 〇

帳票レイアウトに世帯主からの委任欄を追加する。 申請者が世帯主以外の場合が多く、委任欄が必要といっ

たご意見があったため。 「一金　　　　　円也」の記載を「支給額　　　　円」

に修正する。

給付の「05.国民健康保険療養費支給申請書」

と合わせた修正。
記載修正

ご意見の通り、支給額の記載を修正いたしました。 -

9 11.国民健康保険葬祭費支給申請書 〇

帳票レイアウトに世帯主からの委任欄を追加する。 申請者が世帯主以外の場合が多く、委任欄が必要といっ

たご意見があったため。
「一金　　　　　円也」の記載を「支給額　　　　円」

に修正する。

給付の「05.国民健康保険療養費支給申請書」

と合わせた修正。
記載修正

ご意見の通り、支給額の記載を修正いたしました。 -

10 17.国民健康保険被保険者資格証明書 〇

①帳票詳細要件に記載している用紙サイズについ

て、A4に変更する。

②帳票名称を「国民健康保険被保険者資格証明書

（世帯版）」に変更する。

①当該帳票については、資格証明書様式として出

力する加入脱退証明書であり、省令様式として規

定されていないことから、各市町村で統一の様式

を使用する場合はA4サイズが妥当といったご意見

があったため。

②帳票名称が滞納世帯に交付する「02.国民健康保

険被保険者資格証明書」と重複しており、加入中

の世帯員の資格期間を証明する用途に合わせた名

称に変更するべきといったご意見があったため。

本帳票について「02.国民健康保険被保険

者資格証明書」と同義であるか否かを明記

していただきたいです。

同義でない場合は「（世帯版）」ではなく

「国民健康保険被保険者資格状況証明書」

等の名称に変更していただきたい。

本帳票の位置づけについて、

証としての取り扱いが必要であるのか、単

に資格状況を証明するため帳票であるかが

不明なため。証としての取り扱いが必要な

場合は首長印ではなく市町村印とすべきで

すし、一部負担割合の印字は不要かと思わ

れます。（資格証明書は10割負担となる

為）

また、帳票レイアウトでは宛先欄が存在し

ないため一括発行機能は想定されていない

ものと想定されます。

記載修正

ご意見を踏まえ、帳票名称を「国民健康保険被保険者資格状況証

明書」に見直しました。

-

11 17.国民健康保険被保険者資格証明書 〇

①帳票詳細要件に記載している用紙サイズについて、A4

に変更する。

②帳票名称を「国民健康保険被保険者資格証明書

（世帯版）」に変更する。

①当該帳票については、資格証明書様式として出力する

加入脱退証明書であり、省令様式として規定されていな

いことから、各市町村で統一の様式を使用する場合はA4

サイズが妥当といったご意見があったため。

②帳票名称が滞納世帯に交付する「02.国民健康保険

被保険者資格証明書」と重複しており、加入中の世帯員

の資格期間を証明する用途に合わせた名称に変更する

べきといったご意見があったため。

帳票名称は、「国民健康保険被保険者加入証

明書」等の名称にした方がよい。

全国意見照会の意見内容は、「資格証明書」の

部分が、「02.国民健康保険被保険者資格証

明書」と重複するのが紛らわしいという趣旨だと理

解しています。そのため、当該箇所を別名称に変

更するのが、意見の趣旨に合致すると思います。

記載修正

ご意見につきまして、他構成員様からも同様のご意見を頂戴しており、帳票

名称を以下の記載に見直しました。

帳票名「国民健康保険被保険者資格状況証明書」

-

12 32.国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証 〇

帳票詳細要件・帳票レイアウトの窓空宛名下部に通知

文を追加し、任意に案内文を印字できるように改善する。

更新手続きが必要であるなど、あらかじめ保険者側で任

意の案内文を印字することで市民の利便性を高めることが

できるといったご意見があったため。 ※帳票01と同じ 記載修正

ご指摘の通り、見直し理由をご意見の通り「修正履歴」の変更背景へ反映

いたしました。

-

13 32.国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証 〇

帳票詳細要件・帳票レイアウトの窓空宛名下部に通知

文を追加し、任意に案内文を印字できるように改善する。

更新手続きが必要であるなど、あらかじめ保険者側で任

意の案内文を印字することで市民の利便性を高めることが

できるといったご意見があったため。
通知文は窓空宛名下部ではなく、保険証券面の

下部にエリアを確保した方がよいのではないか。

オプションではあるが、返送用のQRコード出力まで

を想定した場合、現在の宛名の枠内では収まら

ない可能性があり、窓空宛名下部のエリアも使う

ことが考えられるため。

記載修正

ご意見の通り、通知文のサンプルにつきまして、保険証券面下部に確保いた

しました。

-

国民健康保険システム標準化　帳票レイアウト改善方針案【資格管理】
意見等につきまして、F～H列にご記入ください。
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No. 帳票タイトル 見直し有無 修正案 見直し理由
意見内容（何を、どのように修正すべ

きか具体的に記入してください。）

意見の理由（意見内容欄に記載し

た理由を記入してください。）

参考（意見の根拠（法令・通知

等）があれば記入してください。）
分類 構成員への回答 備考

1 01.仮納入通知書_（単票） 〇

帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問合

せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_課

名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウトで

は、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦課管

理の通知書についても市民からの問合せが想定されること

から、問合せ先を追加するべきといったご意見があったた

め。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

2 02.国民健康保険料（税）決定(更正）通知書_ 現年度用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「更正年月

日」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②納付義務者への内容説明をわかりやすくするために必

要といったご意見があったため。

②は更正年月日ではなく、「この通知

書は、○年○月○日時点の情報によ

り算定しています」などの記載とするべ

き。

保険料は、決定・更正・変更がされ

次第通知することとされており、通知

年月日＝決定・更正・変更年月日と

なることから、通知年月日とは別に更

正年月日を記載するのは違和感があ

る。また、例えば審査請求等における

決定日もどちらになるのかという疑問が

生じてしまう。

（国保条例参考例第23条）

保険料の額が定まったときは、（市、

町、村）長（管理者）はすみやか

に、これを世帯主に通知しなければな

らない。その額に変更があったときも、

同様とする。

記載修正

ご意見のとおり、記載を修正いたしました。 -

3 02.国民健康保険料（税）決定(更正）通知書_ 現年度用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「更正年月

日」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②納付義務者への内容説明をわかりやすくするために必

要といったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

4 03.国民健康保険料（税）決定(更正）通知書_ 過年度用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「更正年月

日」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②納付義務者への内容説明をわかりやすくするために必

要といったご意見があったため。

※帳票02と同じ 記載修正

ご意見のとおり、記載を修正いたしました。 -

5 03.国民健康保険料（税）決定(更正）通知書_ 過年度用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「更正年月

日」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②納付義務者への内容説明をわかりやすくするために必

要といったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

6 06.国民健康保険料（税）納入通知書 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「更正年月

日」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②納付義務者への内容説明をわかりやすくするために必

要といったご意見があったため。

※帳票02と同じ 記載修正

ご意見のとおり、記載を修正いたしました。 -

7 06.国民健康保険料（税）納入通知書 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「更正年月

日」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②納付義務者への内容説明をわかりやすくするために必

要といったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

8 09.国民健康保険料（税）仮徴収額変更決定通知書

ー ー

仮徴収額を決定しましたのでという文

言は、仮徴収額を変更しましたの文

言の方が妥当ではないか。

変更通知の文言にした方がよいと考え

る。
記載修正

ご意見のとおり、記載を修正いたしました。 -

9 10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当

課の「問合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住

所」・「問合せ先_課名」・「問合せ先_電話番

号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未

申告該当区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイ

アウトでは、各通知書に問合せ先の項目を記載し

ており、賦課管理の通知書についても市民からの

問合せが想定されることから、問合せ先を追加す

るべきといったご意見があったため。

②保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際

に、納入通知書作成時点で未申告であるかどうか

を市民自身にもご確認いただく必要があるといっ

たご意見があったため。

四方式用のレイアウトについて

更正前後の賦課情報を印字でき

る様式に修正すべきではないで

しょうか。

二方式、三方式で定義されてい

るレイアウトと異なるため。

また、機能・帳票要件にて異動

賦課（現年度更正）における納

税通知書の発行機能に関する要

件で当該帳票が定義されている

ため。

記載修正

ご意見のとおり、記載を修正いたしました。 -

10 10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

11 11.納入通知書（連帳 一般）_三方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

「基礎分」・「後期高齢者支援金

分」・「介護納付金分」の表記につい

ては、変更しない方が良い。

上記にしたがい、個人明細書の区分

欄を、「医療」から「基礎」に修正す

る。

納入通知書は法令に基づいて交付す

るものであるため、用語についても法令

に則した表記が好ましいと考えます。

内容が分かりづらいという懸念に対して

は、括弧書きで（医療分）と併記す

るのも一案だと思います。

上記の理由により、四方式用の表記

を左記に修正する方向で見直しては

いかがでしょう。

対応見送

り

ご意見につきまして、全国意見照会より帳票間での表記揺れに関して統一す

べきといったご意見より今回の対応とさせていただきました。

納入通知書において法令に基づいた用語の表記が好ましいとのご意見につきま

しては、帳票全体の視認性や内容が分かりづらいという懸念等も考慮し、3方

式等で利用しておりました用語を、4方式に反映する対応とさせていただきま

す。

-

12 11.納入通知書（連帳 一般）_三方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

13 12.納入通知書（連帳 口座）_四方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

14 13.納入通知書（連帳 口座）_三方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

「基礎分」・「後期高齢者支援金

分」・「介護納付金分」の表記につい

ては、変更しない方が良い。

上記にしたがい、個人明細書の区分

欄を、「医療」から「基礎」に修正す

る。

納入通知書は法令に基づいて交付す

るものであるため、用語についても法令

に則した表記が好ましいと考えます。

内容が分かりづらいという懸念に対して

は、括弧書きで（医療分）と併記す

るのも一案だと思います。

上記の理由により、四方式用の表記

を左記に修正する方向で見直しては

いかがでしょう。

対応見送

り

ご意見につきまして、全国意見照会より帳票間での表記揺れに関して統一す

べきといったご意見より今回の対応とさせていただきました。

納入通知書において法令に基づいた用語の表記が好ましいとのご意見につきま

しては、帳票全体の視認性や内容が分かりづらいという懸念等も考慮し、3方

式等で利用しておりました用語を、4方式に反映する対応とさせていただきま

す。

-

15 13.納入通知書（連帳 口座）_三方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

国民健康保険システム標準化　帳票レイアウト改善方針案【賦課管理】
意見等につきまして、F～H列にご記入ください。

4



No. 帳票タイトル 見直し有無 修正案 見直し理由
意見内容（何を、どのように修正すべ

きか具体的に記入してください。）

意見の理由（意見内容欄に記載し

た理由を記入してください。）

参考（意見の根拠（法令・通知

等）があれば記入してください。）
分類 構成員への回答 備考

国民健康保険システム標準化　帳票レイアウト改善方針案【賦課管理】
意見等につきまして、F～H列にご記入ください。

16 14.納入通知書（連帳 納組）_四方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

17 15.納入通知書（連帳 納組）_三方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

「基礎分」・「後期高齢者支援金

分」・「介護納付金分」の表記につい

ては、変更しない方が良い。

上記にしたがい、個人明細書の区分

欄を、「医療」から「基礎」に修正す

る。

納入通知書は法令に基づいて交付す

るものであるため、用語についても法令

に則した表記が好ましいと考えます。

内容が分かりづらいという懸念に対して

は、括弧書きで（医療分）と併記す

るのも一案だと思います。

上記の理由により、四方式用の表記

を左記に修正する方向で見直しては

いかがでしょう。

対応見送

り

ご意見につきまして、全国意見照会より帳票間での表記揺れに関して統一す

べきといったご意見より今回の対応とさせていただきました。

納入通知書において法令に基づいた用語の表記が好ましいとのご意見につきま

しては、帳票全体の視認性や内容が分かりづらいという懸念等も考慮し、3方

式等で利用しておりました用語を、4方式に反映する対応とさせていただきま

す。

-

18 15.納入通知書（連帳 納組）_三方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

19 16.納入通知書（単票） 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

20 17.過年度納入通知書（連帳 一般）四方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

21 18.過年度納入通知書（連帳 一般）三方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

「基礎分」・「後期高齢者支援金

分」・「介護納付金分」の表記につい

ては、変更しない方が良い。

上記にしたがい、個人明細書の区分

欄を、「医療」から「基礎」に修正す

る。

納入通知書は法令に基づいて交付す

るものであるため、用語についても法令

に則した表記が好ましいと考えます。

内容が分かりづらいという懸念に対して

は、括弧書きで（医療分）と併記す

るのも一案だと思います。

上記の理由により、四方式用の表記

を左記に修正する方向で見直しては

いかがでしょう。

対応見送

り

ご意見につきまして、全国意見照会より帳票間での表記揺れに関して統一す

べきといったご意見より今回の対応とさせていただきました。

納入通知書において法令に基づいた用語の表記が好ましいとのご意見につきま

しては、帳票全体の視認性や内容が分かりづらいという懸念等も考慮し、3方

式等で利用しておりました用語を、4方式に反映する対応とさせていただきま

す。

-

22 18.過年度納入通知書（連帳 一般）三方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

23 19.過年度納入通知書（連帳 口座）四方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

24 20.過年度納入通知書（連帳 口座）三方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

「基礎分」・「後期高齢者支援金

分」・「介護納付金分」の表記につい

ては、変更しない方が良い。

上記にしたがい、個人明細書の区分

欄を、「医療」から「基礎」に修正す

る。

納入通知書は法令に基づいて交付す

るものであるため、用語についても法令

に則した表記が好ましいと考えます。

内容が分かりづらいという懸念に対して

は、括弧書きで（医療分）と併記す

るのも一案だと思います。

上記の理由により、四方式用の表記

を左記に修正する方向で見直しては

いかがでしょう。

対応見送

り

ご意見につきまして、全国意見照会より帳票間での表記揺れに関して統一す

べきといったご意見より今回の対応とさせていただきました。

納入通知書において法令に基づいた用語の表記が好ましいとのご意見につきま

しては、帳票全体の視認性や内容が分かりづらいという懸念等も考慮し、3方

式等で利用しておりました用語を、4方式に反映する対応とさせていただきま

す。

-

25 20.過年度納入通知書（連帳 口座）三方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

26 21.過年度納入通知書（連帳 納組）四方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

27 22.過年度納入通知書（連帳 納組）三方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

「基礎分」・「後期高齢者支援金

分」・「介護納付金分」の表記につい

ては、変更しない方が良い。

上記にしたがい、個人明細書の区分

欄を、「医療」から「基礎」に修正す

る。

納入通知書は法令に基づいて交付す

るものであるため、用語についても法令

に則した表記が好ましいと考えます。

内容が分かりづらいという懸念に対して

は、括弧書きで（医療分）と併記す

るのも一案だと思います。

上記の理由により、四方式用の表記

を左記に修正する方向で見直しては

いかがでしょう。

対応見送

り

ご意見につきまして、全国意見照会より帳票間での表記揺れに関して統一す

べきといったご意見より今回の対応とさせていただきました。

納入通知書において法令に基づいた用語の表記が好ましいとのご意見につきま

しては、帳票全体の視認性や内容が分かりづらいという懸念等も考慮し、3方

式等で利用しておりました用語を、4方式に反映する対応とさせていただきま

す。

-

5



No. 帳票タイトル 見直し有無 修正案 見直し理由
意見内容（何を、どのように修正すべ

きか具体的に記入してください。）

意見の理由（意見内容欄に記載し

た理由を記入してください。）

参考（意見の根拠（法令・通知

等）があれば記入してください。）
分類 構成員への回答 備考

国民健康保険システム標準化　帳票レイアウト改善方針案【賦課管理】
意見等につきまして、F～H列にご記入ください。

28 22.過年度納入通知書（連帳 納組）三方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

29 23.過年度納入通知書作成（単票） 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

30 24.仮納入通知書（連帳）一般 〇

帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問合

せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_課

名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウトで

は、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦課管

理の通知書についても市民からの問合せが想定されること

から、問合せ先を追加するべきといったご意見があったた

め。
資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

31 25.仮納入通知書（連帳）口座 〇

帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問合

せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_課

名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウトで

は、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦課管

理の通知書についても市民からの問合せが想定されること

から、問合せ先を追加するべきといったご意見があったた

め。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

32 26.納入通知書（連帳_年間特徴者）_四方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

33 27.納入通知書（連帳_年間特徴者）_三方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

「基礎分」・「後期高齢者支援金

分」・「介護納付金分」の表記につい

ては、変更しない方が良い。

上記にしたがい、個人明細書の区分

欄を、「医療」から「基礎」に修正す

る。

納入通知書は法令に基づいて交付す

るものであるため、用語についても法令

に則した表記が好ましいと考えます。

内容が分かりづらいという懸念に対して

は、括弧書きで（医療分）と併記す

るのも一案だと思います。

上記の理由により、四方式用の表記

を左記に修正する方向で見直しては

いかがでしょう。

対応見送

り

ご意見につきまして、全国意見照会より帳票間での表記揺れに関して統一す

べきといったご意見より今回の対応とさせていただきました。

納入通知書において法令に基づいた用語の表記が好ましいとのご意見につきま

しては、帳票全体の視認性や内容が分かりづらいという懸念等も考慮し、3方

式等で利用しておりました用語を、4方式に反映する対応とさせていただきま

す。

-

34 27.納入通知書（連帳_年間特徴者）_三方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

35 28.特徴ＤＭ

ー ー 帳票タイトルについて「特別徴

収開始のお知らせ」や「特別徴

収予告通知書」等の名称に変更

していただきたい。

「ＤＭ」という名称について他

帳票タイトルとの統一感がない

ため

記載修正

ご意見を踏まえ、帳票名称を以下のとおり修正しました。

帳票名：国民健康保険料（税）口座振替勧奨通知

-

36 33.納付書

ー ー

問い合わせ先の修正はこの帳票に加

えなくてもよいのか。

（別紙３）国保_帳票詳細要件

_02_賦課管理に問い合わせ先の項

目がないため
記載修正

ご意見の通り、問い合わせ先項目を追加いたしました。

※類似帳票として、以下の帳票についても見直しを実施しました。

・46.納付書２

-

37 37.納入通知書（連帳 一般）_二方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

「基礎分」・「後期高齢者支援金

分」・「介護納付金分」の表記につい

ては、変更しない方が良い。

上記にしたがい、個人明細書の区分

欄を、「医療」から「基礎」に修正す

る。

納入通知書は法令に基づいて交付す

るものであるため、用語についても法令

に則した表記が好ましいと考えます。

内容が分かりづらいという懸念に対して

は、括弧書きで（医療分）と併記す

るのも一案だと思います。

上記の理由により、四方式用の表記

を左記に修正する方向で見直しては

いかがでしょう。

対応見送

り

ご意見につきまして、全国意見照会より帳票間での表記揺れに関して統一す

べきといったご意見より今回の対応とさせていただきました。

納入通知書において法令に基づいた用語の表記が好ましいとのご意見につきま

しては、帳票全体の視認性や内容が分かりづらいという懸念等も考慮し、3方

式等で利用しておりました用語を、4方式に反映する対応とさせていただきま

す。

-

38 37.納入通知書（連帳 一般）_二方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

39 38.納入通知書（連帳 口座）_二方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

「基礎分」・「後期高齢者支援金

分」・「介護納付金分」の表記につい

ては、変更しない方が良い。

上記にしたがい、個人明細書の区分

欄を、「医療」から「基礎」に修正す

る。

納入通知書は法令に基づいて交付す

るものであるため、用語についても法令

に則した表記が好ましいと考えます。

内容が分かりづらいという懸念に対して

は、括弧書きで（医療分）と併記す

るのも一案だと思います。

上記の理由により、四方式用の表記

を左記に修正する方向で見直しては

いかがでしょう。

対応見送

り

ご意見につきまして、全国意見照会より帳票間での表記揺れに関して統一す

べきといったご意見より今回の対応とさせていただきました。

納入通知書において法令に基づいた用語の表記が好ましいとのご意見につきま

しては、帳票全体の視認性や内容が分かりづらいという懸念等も考慮し、3方

式等で利用しておりました用語を、4方式に反映する対応とさせていただきま

す。

-

40 38.納入通知書（連帳 口座）_二方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

41 39.納入通知書（連帳 納組）_二方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

「基礎分」・「後期高齢者支援金

分」・「介護納付金分」の表記につい

ては、変更しない方が良い。

上記にしたがい、個人明細書の区分

欄を、「医療」から「基礎」に修正す

る。

納入通知書は法令に基づいて交付す

るものであるため、用語についても法令

に則した表記が好ましいと考えます。

内容が分かりづらいという懸念に対して

は、括弧書きで（医療分）と併記す

るのも一案だと思います。

上記の理由により、四方式用の表記

を左記に修正する方向で見直しては

いかがでしょう。

対応見送

り

ご意見につきまして、全国意見照会より帳票間での表記揺れに関して統一す

べきといったご意見より今回の対応とさせていただきました。

納入通知書において法令に基づいた用語の表記が好ましいとのご意見につきま

しては、帳票全体の視認性や内容が分かりづらいという懸念等も考慮し、3方

式等で利用しておりました用語を、4方式に反映する対応とさせていただきま

す。

-

6



No. 帳票タイトル 見直し有無 修正案 見直し理由
意見内容（何を、どのように修正すべ

きか具体的に記入してください。）

意見の理由（意見内容欄に記載し

た理由を記入してください。）

参考（意見の根拠（法令・通知

等）があれば記入してください。）
分類 構成員への回答 備考

国民健康保険システム標準化　帳票レイアウト改善方針案【賦課管理】
意見等につきまして、F～H列にご記入ください。

42 39.納入通知書（連帳 納組）_二方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

43 40.過年度納入通知書（連帳 一般）_二方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

「基礎分」・「後期高齢者支援金

分」・「介護納付金分」の表記につい

ては、変更しない方が良い。

上記にしたがい、個人明細書の区分

欄を、「医療」から「基礎」に修正す

る。

納入通知書は法令に基づいて交付す

るものであるため、用語についても法令

に則した表記が好ましいと考えます。

内容が分かりづらいという懸念に対して

は、括弧書きで（医療分）と併記す

るのも一案だと思います。

上記の理由により、四方式用の表記

を左記に修正する方向で見直しては

いかがでしょう。

対応見送

り

ご意見につきまして、全国意見照会より帳票間での表記揺れに関して統一す

べきといったご意見より今回の対応とさせていただきました。

納入通知書において法令に基づいた用語の表記が好ましいとのご意見につきま

しては、帳票全体の視認性や内容が分かりづらいという懸念等も考慮し、3方

式等で利用しておりました用語を、4方式に反映する対応とさせていただきま

す。

-

44 40.過年度納入通知書（連帳 一般）_二方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

45 41.過年度納入通知書（連帳 口座）_二方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

「基礎分」・「後期高齢者支援金

分」・「介護納付金分」の表記につい

ては、変更しない方が良い。

上記にしたがい、個人明細書の区分

欄を、「医療」から「基礎」に修正す

る。

納入通知書は法令に基づいて交付す

るものであるため、用語についても法令

に則した表記が好ましいと考えます。

内容が分かりづらいという懸念に対して

は、括弧書きで（医療分）と併記す

るのも一案だと思います。

上記の理由により、四方式用の表記

を左記に修正する方向で見直しては

いかがでしょう。

対応見送

り

ご意見につきまして、全国意見照会より帳票間での表記揺れに関して統一す

べきといったご意見より今回の対応とさせていただきました。

納入通知書において法令に基づいた用語の表記が好ましいとのご意見につきま

しては、帳票全体の視認性や内容が分かりづらいという懸念等も考慮し、3方

式等で利用しておりました用語を、4方式に反映する対応とさせていただきま

す。

-

46 41.過年度納入通知書（連帳 口座）_二方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

47 42.過年度納入通知書（連帳 納組）_二方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

「基礎分」・「後期高齢者支援金

分」・「介護納付金分」の表記につい

ては、変更しない方が良い。

上記にしたがい、個人明細書の区分

欄を、「医療」から「基礎」に修正す

る。

納入通知書は法令に基づいて交付す

るものであるため、用語についても法令

に則した表記が好ましいと考えます。

内容が分かりづらいという懸念に対して

は、括弧書きで（医療分）と併記す

るのも一案だと思います。

上記の理由により、四方式用の表記

を左記に修正する方向で見直しては

いかがでしょう。

対応見送

り

ご意見につきまして、全国意見照会より帳票間での表記揺れに関して統一す

べきといったご意見より今回の対応とさせていただきました。

納入通知書において法令に基づいた用語の表記が好ましいとのご意見につきま

しては、帳票全体の視認性や内容が分かりづらいという懸念等も考慮し、3方

式等で利用しておりました用語を、4方式に反映する対応とさせていただきま

す。

-

48 42.過年度納入通知書（連帳 納組）_二方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

49 43.納入通知書（連帳_年間特徴者）_二方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

「基礎分」・「後期高齢者支援金

分」・「介護納付金分」の表記につい

ては、変更しない方が良い。

上記にしたがい、個人明細書の区分

欄を、「医療」から「基礎」に修正す

る。

納入通知書は法令に基づいて交付す

るものであるため、用語についても法令

に則した表記が好ましいと考えます。

内容が分かりづらいという懸念に対して

は、括弧書きで（医療分）と併記す

るのも一案だと思います。

上記の理由により、四方式用の表記

を左記に修正する方向で見直しては

いかがでしょう。

対応見送

り

ご意見につきまして、全国意見照会より帳票間での表記揺れに関して統一す

べきといったご意見より今回の対応とさせていただきました。

納入通知書において法令に基づいた用語の表記が好ましいとのご意見につきま

しては、帳票全体の視認性や内容が分かりづらいという懸念等も考慮し、3方

式等で利用しておりました用語を、4方式に反映する対応とさせていただきま

す。

-

50 43.納入通知書（連帳_年間特徴者）_二方式用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「基礎分」・

「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の表記を

「医療分」・「支援金分」・「介護分」に修正する。

③帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「未申告該当

区分」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②「10.納入通知書（連帳 一般）_四方式用」等の四

方式の通知書の記載と統一されていないといったご意見が

あったため。

③保険料（税）が高い等の問い合わせがあった際に、納

入通知書作成時点で未申告であるかどうかを市民自身

にもご確認いただく必要があるといったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

51 44.国民健康保険税決定(更正）伺_現年度用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「更正年月

日」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②納付義務者への内容説明をわかりやすくするために必

要といったご意見があったため。

※帳票02と同じ 記載修正

ご意見のとおり、記載を修正いたしました。 -

52 44.国民健康保険税決定(更正）伺_現年度用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「更正年月

日」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②納付義務者への内容説明をわかりやすくするために必

要といったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-

53 45.国民健康保険税決定(更正）伺_過年度用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「更正年月

日」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②納付義務者への内容説明をわかりやすくするために必

要といったご意見があったため。

※帳票02と同じ 記載修正

ご意見のとおり、記載を修正いたしました。 -

54 45.国民健康保険税決定(更正）伺_過年度用 〇

①帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、担当課の「問

合せ先_郵便番号」・「問合せ先_住所」・「問合せ先_

課名」・「問合せ先_電話番号」の項目を追加する。

②帳票詳細要件・帳票レイアウトについて、「更正年月

日」の項目を追加する。

①資格管理・給付管理の帳票詳細要件・帳票レイアウ

トでは、各通知書に問合せ先の項目を記載しており、賦

課管理の通知書についても市民からの問合せが想定され

ることから、問合せ先を追加するべきといったご意見があっ

たため。

②納付義務者への内容説明をわかりやすくするために必

要といったご意見があったため。

資格、賦課、税の帳票によって、「問

い合わせ先」だったり「問合せ先」だった

りするので「お問い合わせ先」等、文言

を統一してほしい。

標準仕様書決定段階で、ある程度

形式を合わせた方がよいと考える。
記載修正

ご意見のとおり、問い合わせ先の記載につきまして、業務横並びで文言等を統

一いたしました。

-
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No. 帳票タイトル 見直し有無 修正案 見直し理由
意見内容（何を、どのように修正すべ

きか具体的に記入してください。）

意見の理由（意見内容欄に記載し

た理由を記入してください。）

参考（意見の根拠（法令・通知

等）があれば記入してください。）
分類 構成員への回答 備考

国民健康保険システム標準化　帳票レイアウト改善方針案【賦課管理】
意見等につきまして、F～H列にご記入ください。

55 46.国民健康保険料（税）に関する所得申告書（個人様式） 〇

新規追加 「05.国民健康保険料（税）に関する所得申告

書」の様式では、市民が必要な人を判断して記入

する必要があり、非常にわかりにくい、複数の収

入がある方が何度も氏名を書くこととなり、手続

き上の手間が増えてしまうといったご意見があっ

たため。

帳票の追加ではなく「05.国民健

康保険料（税）に関する所得申

告書」の帳票レイアウト見直と

して対応をお願いします。

「わかりにくい、手続き上の手

間が増える」といった意見が出

ている帳票レイアウトをそのま

ま残す必要がないため。

記載修正

ご意見を踏まえ、「05.国民健康保険料（税）に関する所得申告書」のレイ

アウトを見直す対応といたします。

-

56 46.国民健康保険料（税）に関する所得申告書（個人様式） 〇

新規追加 「05.国民健康保険料（税）に関する所得申告書」の

様式では、市民が必要な人を判断して記入する必要があ

り、非常にわかりにくい、複数の収入がある方が何度も氏

名を書くこととなり、手続き上の手間が増えてしまうといった

ご意見があったため。
新規追加ではなく、「05.国民健康保

険料（税）に関する所得申告書」の

様式を修正した方がいいのではない

か。

46.国民健康保険料（税）に関す

る所得申告書（個人様式）

を採用した場合、05.国民健康保険

料（税）に関する所得申告書のレイ

アウトは不要になるため。

記載修正

ご意見を踏まえ、「05.国民健康保険料（税）に関する所得申告書」のレイ

アウトを見直す対応といたします。

-
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No. 帳票タイトル 見直し有無 修正案 見直し理由
意見内容（何を、どのように修正すべ

きか具体的に記入してください。）

意見の理由（意見内容欄に記載し

た理由を記入してください。）

参考（意見の根拠（法令・通知

等）があれば記入してください。）
分類 構成員への回答 備考

1 02.国民健康保険高額療養費勧奨通知書 〇

①通知文に「所得更正等により実際に支給される額が変

更となる場合があります。」を追加する。

②通知文の「高額療養費の請求権は診療月の翌月から

２年以内、もしくは本通知を受け取ってから２年以内」に

ついて、「高額療養費の請求権は診療月の翌月１日か

ら２年以内、もしくは本通知を受け取ってから２年以内」

に修正する。

③通知文の「＜御注意＞ 上記のうち、ひとつでも忘れま

すと支払できません。」について、「＜ご注意＞ 上記のう

ち、ひとつでも不足していると申請できない場合がありま

す。」に修正する。

④通知文の「お持ち戴くもの」について、「お持ちいただくも

の」に修正する。

⑤医療機関名称を印字する欄について、該当の医療機

関に対する費用額、自己負担額、高額療養費支払見

込み額を追加する。

⑥通知文の「支払日　　年　　　月　　　日　午前9時～

午後11時30分迄

〔指定日時に来庁できない場合は以後毎週木曜日（同

時間内において）〕」を削除する。

⑦通知文の「２．被保険者証（保険手帳）」を「２．

①通知文については、市区町村の設定により任意に変更

可能であるが、ご意見いただいた内容は、標準的な例示

とすることが可能であるため。

②通知文については、市区町村の設定により任意に変更

可能であるが、ご意見いただいた内容は、標準的な例示

とすることが可能であるため。

③「御注意」を「ご注意」、「忘れますと」を「不足している

と」に変更すべきといったご意見をいただいた。また、「支払

できません」について、領収書がなくとも一部負担金を支

払済みであると市区町村が判断できる場合は申請が可

能であるといったご意見をいただいた。

通知文については、市区町村の設定により任意に変更可

能であるが、ご意見いただいた内容は、標準的な例示と

することが可能であるため。

④他の帳票の記載と統一すべきといったご意見があったた

め。

⑤医療機関に対する費用額等を印字することで、被保

険者が領収書を添付する際の目安になるといったご意見

があったため。

⑥通知文の来庁に関する記載について、口座振り込みに

よる支給が主であるため不要であるといったご意見をいた

だいた。

⑤から「高額療養費支払見込み額」

を削除する。

高額療養費支給額は、個人ごとに算

定するほか、世帯合算で算定するた

め、医療機関ごとの支払額を算定す

る根拠は無い。

（内部処理において便宜的に把握し

ておくことは問題無いが、住民向け帳

票に記載するべき項目ではない）

記載修正

ご意見の通り、「高額療養費支払見込み額」を削除いたしました。 -

2 04.支給決定通知書 〇

①高額療養費の支給決定通知書である場合、明細欄

に医療機関名、入院外来等の別、診療日数、自己負

担額、自己負担限度額を印字する。

②圧着式はがきを前提としたレイアウトを追加する。

①高額療養費の支給申請を簡素化している場合、申請

書の記載が省略されることから、支給決定書に医療機関

名、入院外来等の別、診療日数、自己負担額、自己

負担限度額の記載しないと詳細が読み取れないといった

ご意見があったため。

また、確定申告の医療費控除の際に、高額療養費を自

己負担額から差し引く必要があり、支給決定通知書に詳

しい内訳が必要であるといったご意見があったため。

②郵送費を削減することを目的に、支給決定通知書を

圧着はがきとしている市区町村が存在するといったご意見

があったため。

左記②の実現のためには、①で追加

するとした項目のほか、既存項目につ

いても実装オプションすることをご検討

ください。

高額療養費の支給申請の簡素化を

実施していて、かつ圧着式はがきを利

用している自治体様がいます。限られ

た紙面であるため印字する情報を精

査しており、現状定められている実装

必須の印字項目に加えて①の印字

項目の追加は圧着はがきサイズの場

合だと印字困難であると考えるため。

圧着はがきで運用している自治体様

では、以下の項目にしぼって記載して

います。

・金融機関、口座番号、口座名義人

・振込予定日、振込金額

・振込額の月ごとの内訳3か月分

・被保険者名と診療月の情報（自

己負担額や医療機関の明細は記載

していない）

記載修正

支給決定通知書の圧着はがき様式の作成にあたり、システム印字項目の

実装必須および実装オプション項目につきまして整理し作成いたしました。

-

3
22.高額療養費（外来年間合算）支給申請書兼自己負担額証明

書交付申請書
〇

①帳票レイアウトに委任欄を追加する。

②通知文の「①上記対象者について、高額介護合算療

養費の支給を申請します。」の下部に「本申請をもって、

保険者加入歴に記載のある他の保険者に対しても、支

給を申請します。　はい　/　いいえ」を追加する。

①申請者が世帯主以外である場合を考慮し、委任欄が

必要といったご意見があったため。

②マイナンバーを活用した情報連携により自己負担額を

照会することを前提に申請窓口を一元化することを考慮

し、他保険者分の支給申請を兼ねるか否かの記載を追

加すべきといったご意見があったため。通知文については、

市区町村の設定により任意に変更可能であるが、ご意見

いただいた内容は、標準的な例示とすることが可能である

ため。

②を削除する。

国通知において「申請書に保険者加

入歴の記載が有る場合には、関係保

険者に対して、申請書の写しを郵送

等の適当な方法により送付する。」と

されており、保険者加入歴の記載が

あれば他保険者に対する支給申請を

兼ねる取扱いとなっているため。

※申請書の保険者加入歴記載有

で、当該文言追記に対して「いいえ」

が記載された場合どうするのか、など

事務が煩雑となる。

H31.1.25付け「高額介護合算療

養費及び高額医療合算介護（介護

予防）サービス費の支給決定手続に

係る情報連携の本格運用の開始に

当たっての事務の取扱いについて」第

２ ２(1)②

記載修正

ご指摘の通り、通知文の記載を追加しない方針といたしました。 -

国民健康保険システム標準化　帳票レイアウト改善方針案【給付管理】
意見等につきまして、F～H列にご記入ください。
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No. 帳票タイトル 見直し有無 修正案 見直し理由
意見内容（何を、どのように修正すべ

きか具体的に記入してください。）

意見の理由（意見内容欄に記載し

た理由を記入してください。）

参考（意見の根拠（法令・通知

等）があれば記入してください。）
分類 構成員への回答 備考

1 13.還付誓約書

ー ー

「公金受取口座を利用します。」の

チェックボックスを追加した方が良いので

はないでしょうか。

振込先口座を手入力する欄しかない

ため。

デジタル庁ホームページに掲載されてい

る「公金受取口座を利用できる給付

金等一覧（2022年９月30日現

在）」に国民健康保険税の還付が利

用可能となっていたため。

https://www.digital.go.jp/poli

cies/account_registration/ben

efits/

記載修正

還付誓約書においても、公金受取口座を利用できるよう、項目を追加いた

しました。

-

国民健康保険システム標準化　帳票レイアウト改善方針案【収納管理】
意見等につきまして、F～H列にご記入ください。
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No. 帳票タイトル 見直し有無 修正案 見直し理由
意見内容（何を、どのように修正すべ

きか具体的に記入してください。）

意見の理由（意見内容欄に記載し

た理由を記入してください。）

参考（意見の根拠（法令・通知

等）があれば記入してください。）
分類 構成員への回答 備考

1 17.延滞金減免決定（却下）通知書

問い合わせ先を追加する。 担当者名、担当部署、住所、連絡先を追加して欲しいと

いった意見があったため。

教示文を追加する。
帳票詳細要件に項目はあるが、帳票

レイアウトに教示文がないため。
記載修正

却下時を想定し、教示文を帳票詳細要件に追加しておりますが、帳票レイ

アウトに教示文を表示していないため、帳票レイアウト表示なしに変更いた

しました。

-

国民健康保険システム標準化　帳票レイアウト改善方針案【滞納管理】
意見等につきまして、F～H列にご記入ください。
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